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平成 27 年 5 月 15 日 

各      位 
会 社 名      株式会社ガーラ 

代 表 者 代表取締役グループ CEO 菊川 曉 

（コード番号 4777   JASDAQ） 

問 合 せ 先 管理部門担当部長  藤田 公司 

 （TEL  03－5778－0321（代表）） 

 
 

「内部統制システム構築の基本方針」の改定のお知らせ 

 

当社は、平成 27 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統制システム構築の基本方

針」の一部改定を決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

1. 改定の目的 

 平成 27 年 5 月 1 日施行の改正会社法および改正会社法施行規則を踏まえて、改定するものです。 

2. 改定内容の趣旨 

 ①グループ内部統制に関する事項の具体化と充実 

 ②監査役監査に関する体制についての具体化と充実 

3. 改定後の「内部統制システム構築の基本方針」 

 改定後の「内部統制システム構築の基本方針」は以下のとおりです。 

 （主な改定箇所は下線で示しております）。 

 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに

当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制 
 
当社及び子会社は、変化の激しいインターネット関連業界の環境に対応し、事業機会を迅速かつ確実に捉

えるために、効率的かつ機動的な経営を行う体制作りを重視する。 
また、経営方針に基づく企業価値の向上に向けて、業務執行における迅速かつ適正な意思決定と、より透

明性の高い公正で効率的な経営管理体制の実現をコーポレート・ガバナンスの目的と定める。 
 
当社及び子会社は“内部統制システム”を「適正なコーポレート・ガバナンスを確保するための業務の

健全性や効率性に関する内部チェックの仕組み」と定義し、本決議に基づき、業務の適正を確保するため

に必要な体制の更なる整備を目指すものとする。 
 
１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
①当社は、定例の取締役会を原則として毎月１回開催している。なお、取締役会での報告及び議論が、適

法ならびに適切な職務の執行につながるよう努めている。 
②監査役は取締役の業務の執行が法令、定款等に適合し、適切に行われているかを監査する。 
③コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する事項を審議し、コンプライアンス体制の整備、

充実を図る。 
 
２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に対する体制 
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①「業務分掌規程」や「職務権限規程」、「稟議規程」、「取締役会規則」等の社内規程に基づき、取締

役の職務執行に係る情報の保存及び管理を図る。 
②取締役の職務執行に係る情報の記録・管理や検索性の向上等を図り、より適正な管理・運用方法・体制

の改善に努める。 
 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
①当社は、代表取締役及び各部門の管理職者による会議を適宜開催し、社内の意思疎通を図るとともに情

報の共有化に努めており、当社の現状確認や計画の進捗管理、ビジネス環境の分析等において、損失の危

険の管理に向けて取組んでいる。 

②内部統制に係るリスクの評価やその改善においても、取締役会にて審議ならびに決議された結果に基づ

き、当該リスクの回避・低減等に努めている。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
①「業務分掌規程」や「職務権限規程」、ならびに「組織規程」等により、取締役から権限委譲を受ける

際の業務執行における意思決定の範囲、決定権者を明確化しており、また各種規程に定める業務手続き

により業務執行の適正を確保している。 
 
５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
①グループＣＥＯ宣言として「コンプライアンス １st」を制定し、法令遵守と何か別事象が衝突した場合

は、法令遵守を最優先する体制に取り組んでいる。また、社内通報規程（ホットライン制度）の運用によ

る違反の拡大防止ならびに再発防止に向けた体制整備に取組んでいる。 
②コンプライアンス委員会からの提言、内部統制の全社的取組みを着実に実行していくことにより、従業

員による法令遵守の徹底ならびに定款に適合した体制の更なる構築の取組みに努めている。 
 
６．次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
（１）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 
①毎週開催しているグループ戦略会議（電話会議/WEB 会議）において、子会社取締役は、子会社の業務

執行内容について報告を実施する。 
 
②企業集団に関する業務を、当社グループマネジメント部が担当し、適正なグループ経営を目的とした

「関係会社業務規程」の運用や内部統制の取組みにより、企業集団の業務の適正の確保を図っている。 
③内部監査室は、子会社の内部統制監査を実施することにより、業務の適正性確保に努めている。 
 
（２）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
①毎週開催しているグループ戦略会議（電話会議/WEB会議）において、子会社取締役は、子会社の損失の

危険の可能性がある事項について報告し、企業集団で情報の共有化及び検討し、企業集団の現状確認や計

画の進捗管理、ビジネス環境の分析等において、損失の危険の管理に向けて取組んでいる。 

②内部統制に係るリスクの評価やその改善においても、当社取締役会にて審議ならびに決議された結果を

子会社に通知し、当該リスクの回避・低減等に努めている。 
 
（３）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
①子会社においても、業務の決定及び執行について相互監視が適切になされるよう、取締役会と監査役を

設置する。 
②「関係会社規程」及び子会社が定める各種規程に基づき、当社が子会社の業務執行の管理・指導を行う。 
 
（４）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
①グループＣＥＯ宣言として「コンプライアンス １st」を制定し、法令遵守と何か別事象が衝突した場合

は、法令遵守を最優先する体制に取り組んでいる。また、企業集団で社内通報規程（ホットライン制度）

の運用による違反の拡大防止ならびに再発防止に向けた体制整備に取組んでいる。 
②当社のコンプライアンス委員会からの提言、内部統制の全社的取組みを着実に実行していくことにより、

子会社の使用人による法令遵守の徹底ならびに定款に適合した体制の更なる構築の取組みに努めてい

る。 
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７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 
①監査役がその職務を補助すべき使用人が必要であると判断した場合には、監査役に使用人を配置する。

その具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、関係部門との意見調整も十分考慮して決定する。 

 

８．前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項 
①当該使用人は、監査役の指揮命令の下に監査役の職務を補助するものとし、その人事異動、人事評価は

常勤監査役の事前の同意を得たうえで、これを行う。 
 

９．次に掲げる体制その他の当会社の監査役への報告に関する体制 
（１）当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制 

①監査役は、必要に応じて報告及び情報の提供を求めることができる。 

②取締役は、取締役会、その他監査役の求めに応じて、随時、業務執行の監督の状況、及び業務の執行状

況を適宜に常勤監査役に対し報告する。 

 

（２）子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告す

るための体制 

①当社の監査役は、必要に応じて子会社の取締役、監査役及び使用人に対し、報告及び情報の提供を求め

ることができる。 

②子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の取締役会その他監査役の求めに応じて、随時、業務執行

の監督の状況及び業務の執行状況を適宜に直接又は企業集団を担当する業務部門を通じて、当社常勤監査

役に対し報告する。 

 

10．監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体

制 
①当社及び企業集団では、社内通報規程（ホットライン制度）により、報告者への報復行為や差別行為を

禁じ、報告者が不利な取り扱いを受けないよう保護する。 

 

11．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生

ずる費用または償還の処理に係る方針に関する体制 

①監査役は、職務の執行上必要と認める費用について、実費を当社が支払を行うか、監査役が支出した費

用は当社に請求できるものとする。 

 

12．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
①監査役３名が社外監査役であり、取締役会に出席し、かつ必要がある場合には意見を述べる。 

②監査役は、必要に応じて企業集団各社の重要情報の閲覧を行い、また、必要に応じて企業集団各社の取

締役及び重要な使用人から個別の聴取をする。 

③取締役は、重大な法令違反、定款違反、社内規程違反、その他企業集団に著しい損害を与える恐れのあ

る事実を知ったときは、速やかに監査役に報告し、また監査役は、必要に応じて取締役に対し報告・説明

を求める。 

                                     

以   上 


